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お知らせ４月

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
助
成

事
業
を
実
施
し
ま
す

　
町
内
の
居
住
用
住
宅
を
地
元
施

工
業
者
に
よ
り
リ
フ
ォ
ー
ム
（
住

宅
改
修
）
工
事
を
行
う
場
合
に
、

対
象
工
事
費
の
10
％
を
助
成
し
ま

す
。（
助
成
金
は
上
限
10
万
円
）

　

昨
年
度
末
ま
で
は
、
地
域
経
済

の
活
性
化
と
居
住
環
境
の
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
町
内

に
住
所
が
あ
る
方
を
対
象
に
実
施

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
、

人
口
定
住
の
促
進
も
目
的
と
し
、

町
外
の
方
も
申
請
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
今
月

の
広
報
紙
と
一
緒
に
お
届
け
す
る

チ
ラ
シ
も
し
く
は
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
申
請
受
付
期
間

　

５
月
１
日
㈭
～
12
月
26
日
㈮

※
助
成
金
の
予
算
が
無
く
な
り
次

第
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
５

起
業
家
養
成
塾
「
島
ス
ク
エ

ア
」
受
講
生
募
集

　

島
ス
ク
エ
ア
で
は
6
月
か
ら
起

業
や
新
た
な
事
業
展
開
に
役
立
つ

講
座
を
順
次
開
講
し
ま
す
。

○
起
業
家
養
成
基
礎
集
中
講
座

○
商
品
開
発
起
業
講
座

○
Ｗ
ｅ
ｂ
基
礎
講
座

○
各
種
特
別
講
義
（
広
告
・
Ｃ
Ｍ

動
画
制
作
、
税
務
・
会
計
な
ど
）

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
で
地
域
を
元
気

に
し
た
い
あ
な
た
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。
受
講
は
無
料
で
す
。

■
説
明
会　

　

会
場
：
大
島
商
船
高
専

　

５
月
24
日
㈯ 

午
後
２
時
～
３
時

　

５
月
29
日
㈭ 

午
後
７
時
～
８
時

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.oshim

a-k.ac.jp/
shim

a-sq

（
島
ス
ク
エ
ア
で
検
索
）

■
問
い
合
わ
せ

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校　

　

総
務
課
社
会
連
携
係　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
５
５
２
４

無
料
法
律
相
談

　

裁
判
所
で
は
毎
年
５
月
３
日
の

法
の
日
を
中
心
に
、
５
月
１
日
か

ら
７
日
ま
で
の
期
間
を
憲
法
週
間

と
し
、
山
口
県
弁
護
士
会
岩
国
地

区
会
の
協
力
を
得
て
「
無
料
法
律

相
談
」
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時　

５
月
19
日
㈪

　

午
後
２
時
か
ら
４
時
ま
で

　町民の皆さんが積
極的に町政運営に参
画する仕組みとして、
町長自らが町民の皆
さんのところに出向
き、 自 由 な 雰 囲 気 の
中でひざを交えて話
し合いを行い、町民
の「声」を聴く意見
交換会「町長と意見
交換会（ワンテーマディスカッション）」を実施し
ています。10 月から３月までに開催された意見交
換会は下表のとおりです。

No 開催日 場所 テーマ

２ 12 月２日 西安下庄 新しい保育行政について

ワンテーマディスカッションを
開催しています

◆問い合わせ
政策企画課　広報情報統計班

　☎０８２０（７４）１００７

▲ 12 月２日
西安下庄での意見交換会の様子

（
受
付
時
間　

午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分
）

※
事
前
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
裁
判
所
で
係
争
中
の
案
件
で
あ

る
場
合
は
相
談
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

■
場
所　

シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
岩
国
２

階
特
別
会
議
室
（
岩
国
市
三
笠
町

１
丁
目
１
番
１
号
）

■
相
談
内
容

　

金
銭
、
不
動
産
、
家
庭
関
係
等

の
法
律
上
の
問
題

■
相
談
担
当
者

　

山
口
県
弁
護
士
会
（
岩
国
地
区

会
）
所
属
の
弁
護
士

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
地
方
裁
判
所
岩
国
支
部
庶

務
係

☎
０
８
２
７
（
４
１
）
０
１
６
１

島
の
く
ら
し
を
お
す
そ
わ
け

～
春
コ
ー
ス
～

○
玉
ね
ぎ
の
収
穫
体
験
と
ド
レ
ッ
シ

ン
グ
づ
く
り

・
日
時
　
５
月
８
日
㈭

　

午
前
９
時
～
午
後
１
時

・
場
所
　
実
施
者
宅
（
東
三
蒲
）

・
体
験
料
　
１
５
０
０
円

・
受
入
人
数
　
５
～
６
人

・
募
集
締
め
切
り
　
４
月
24
日
㈭

催
し

特　設　人　権　相　談　所
◆日　　時　５月 12 日㈪午前９時 30 分～正午

◆場　　所　大島庁舎

◆相談内容　人権問題、土地、家屋、金銭貸借、

　　　　　　離婚などの生活上の心配事
◆相 談 員  人権擁護委員

◆問い合わせ　福祉課　
　　☎０８２０（７７）５５０５

相
談


